お手続きについて

〇お手続きの方法について
　（窓　口）
　　この通知が届いてから、令和７年１２月１２日（金）までにお越しください。
　【受付場所と時間】
　平日 	　　　　　　　　 　　 	 8：30～17：15　杉戸町役場　第２庁舎　福祉課
　令和７年１０月２６日（日）  	 9：00～12：00　杉戸町役場　第２庁舎　福祉課
　令和７年１１月　８日（土）　 　9：00～12：00　杉戸町役場　第２庁舎　福祉課
　令和７年１２月　７日（日）　　 9：00～12：00　杉戸町生涯学習センター
（カルスタすぎと）

（郵　送）
　　令和７年１２月１２日（金）までに役場で届くように書類を郵送してください。
　　【郵送先】
　　　〒345-8502
　　　　埼玉県北葛飾郡杉戸町清地2-9-29
　　　　杉戸町役場　福祉課　障がい福祉担当

〇お手続きに必要なもの
　①重度心身障害者医療費受給資格登録申請書
　②同意書
　③加入している健康保険がわかるもの（保険証・資格確認書等）
　④振込先の口座がわかるもの（通帳・キャッシュカード等）
　⑤精神障害者保健福祉手帳
　⑥自立支援医療受給者証（精神通院医療）
[bookmark: _GoBack]　　※郵送でお手続きの方は、①・②・③～⑥までの写しを提出してください。

〇注意事項
　・「杉戸町ひとり親家庭等医療費助成制度」「杉戸町こども医療費助成制度」を受給して
いる方は、お手続きは不要です。それぞれ受給資格の期限が来ましたら、お手
続きをお願いします。
・令和８年１月５日（月）以降にお手続きされた場合（郵送の場合は到達した日）、令和
　8年1月からの助成ができない場合がございますので、ご注意ください。
